
+
ここまでのまとめ(疑問点①)

■緊急時の連絡や情報開示は適切だったか？ 
■ 予備率がマイナスになるという予想は前日のいつの時点
で判明し、いつ経産省に連絡があったのか？ 

■ 現行ルールがあるにも関わらず、今回、警報発令が前日
18時でなかったのは何故か？ 

■ 3/21時点での経産省ニュースリリースで「警報」が明記
されていなかったのは何故か？ 

■ お問い合わせを多数いただくまで「警報」という表現を
明記しなかった理由は何か？
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+
計画停電の考え方 (関西電力(当時))
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（出典）関西電力: 計画停電について, 2012年6月2日 
https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2012/pdf/0622_4j_02.pdf

「前日18時頃」
「各時間帯の 
2時間程度前
に」が明記



+
計画停電の考え方 (東京電力PG)
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（出典）東京電力パワーグリッド: 計画停電について, 2018年7月10日 
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/005_06_02.pdf

判断基準や公表
のタイミングな
どの記載は同社
ウェブサイト上
で見当たらず



+
需給逼迫時の対応 (2024年度以降)
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（出典）電力広域的運営推進機関: 第52回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料2, 2020年8月7日 
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2020/files/chousei_52_02.pdf

計画停電の判断
方法・判断主体
に関しては、
「今後検討 
すべき課題」 
とされる。



+
需給逼迫時の対応 (現在進行中の議論)
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（出典）電力広域的運営推進機関: 第61回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3, 2021年5月26日 
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_61_03.pdf

3昨年までの広域的な需給ひっ迫対応についての議論状況と追加課題

� これまで広域的な需給ひっ迫についてkW不足による需給ひっ迫を念頭に以下の検討課題を示してきたところ。今冬
の需給ひっ迫を踏まえ、kWh不足による需給ひっ迫を想定した課題についても整理していく。

需給ひっ迫時対応 今後検討すべき課題
①広域予備率算定 広域的な需給運用

DRの予備率換算方法
②需給ひっ迫のおそれ周知 揚水の運転調整

③発動指令電源に対する発動指令 発動指令電源の発動方法

④焚き増し指示等、追加供給力対策 容量市場落札電源に対する供給指示

火力OPの把握と指示方法

自家発余力受電
(特定自家発・その他自家発)

⑤需給ひっ迫警報 情報発信

⑥計画停電 情報発信

判断方法・判断主体

実施方法・実施主体

A.広域予備率・でんき予報の算定方法
（kWh不足の考え方の追加）

B.円滑な電力融通の実施に向けたルール化
（火力の燃料制約解除の考え方の追加）

C. 需給ひっ迫時の政府
の節電要請等に関する
フローの整理
（kWh不足も念頭に、
左記フロー見直し）

「kWh不足も念
頭に…見直し」 
とされる。




